
継続的な経営課題の解決支援を通じて、
お客さまの成長・発展をサポートしています。

　中小企業事業は、「公庫のＤＮＡ」（①財務書類の精査、②お客さまとの対話、③現場に足を運ぶこと）を発揮し、 「往診型ホーム
ドクター」として、対話を通じて個々の企業の経営課題を把握し、お客さまが発展していくために必要な情報の提供や、経営に
関するアドバイスを継続的に行っています。
　当事業では、長年蓄積してきた中小企業経営に関するノウハウや全国約4.4万先のお客さまの情報をデータベース化した独
自のシステムを構築し、顧客支援サービスに活用しています。
　当事業の提供する情報は、個々の企業のニーズに応じた、いわば“オーダーメイド”の情報であり、このような「生きた情報」
の提供と目利き能力を活かしたアドバイスにより、お客さまをバックアップしています。
　また、ご相談内容に応じて、連携する外部専門家への橋渡しも実施しています。

「往診型ホームドクター」として経営課題の解決を支援

経営課題の解決支援

中小企業事業の顧客支援サービス

 お　客　さ　ま

対話を通じた各種ニーズへの
対応・課題解決支援

公庫職員

「公庫のＤＮＡ」

「往診型ホームドクター」

財務書類
の精査

お客さま
との対話

現場に
足を運ぶ

定期的な訪問でお客さまを診察（課題把握）し、お客さまの状態に応じて
適切な診断（解決策提示）を行うことのできる身近で頼りになる存在

顧客支援
ツール等

外部
ネットワーク等

●わかりやすい企業診断

●ＳＷＯＴ分析

●事業承継診断

●ビジネスマッチング

●全国ビジネス商談会等

●中小企業支援実施機関

●経営革新等支援機関

●税理士・公認会計士等

●中小企業診断士等

提案
アドバイス相談提供 紹介

連携

相談

平成29年度実績

主要なもの 件数

わかりやすい企業診断 35,395件

お客さまのマッチング件数 912件

情報提供・外部ネットワークの活用
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顧客支援ツール

　中小企業事業のお取引先4.4万先のデータに基づく同業者
比較、決算データの時系列分析、損益分岐点分析、付加価
値分析など、お取引先の財務を多面的な角度から分析する

「わかりやすい企業診断」を提供しています。

　企業の持つ「強み」(Strength)と「弱み」(Weakness)、事業
を取り巻く「機会」(Opportunity)と「脅威」(Threat)を明確化
したＳＷＯＴ分析により、お取引先の経営戦略策定をサポート
しています。

　『経営情報』や『ＪＦＣ中小企業だより』等を発行し、お客さま
に役立つ情報を随時ご提供しています。

◦経営情報
　中小企業施策（税制・補助金）や制度融資のご案内、海外
展開に関する情報など、企業経営に役立つトピックスをコン
パクトにまとめたリーフレットです。

◦ＪＦＣ中小企業だより
　特徴ある企業へのインタビュー記事や総合研究所の調査
資料など、経営の参考になる情報がカラーで見やすく掲載さ
れた情報誌です。

◦事例集
　お客さまが、公庫制度（新事業育成資金、海外展開・事業
再編資金、企業再建資金等）を活用し、事業の成長・発展、
再生を実現した事例を収録しています。

わかりやすい企業診断

SWOT分析

経営に役立つ情報の提供

わかりやすい企業診断

SWOT分析表

経営情報

JFC中小企業だより

事例集

事業引継ぎ支援センターをご活用ください

　後継者不在などで、事業の存続に悩みを抱える中小企業・小規模事業者の方の相談に対応するため、

全国47都道府県に「事業引継ぎ ※支援センター」が設置されています。国が「事業引継ぎ」を支援する

ことで、円滑な事業のバトンタッチをサポートし、次世代への経営資源のスムーズな承継を促進してい

こうとするものです。

　本号では、この「事業引継ぎ支援センター」の概要についてご紹介します。

　※会社をＭ＆Ａによって外部の会社に譲渡することと、事業を個人に譲渡することを合わせて「事業引継ぎ」と呼びます。

事業引継ぎ支援センターとは

　事業引継ぎ支援センター（以下「センター」という）は、後継者のいない中小企業・小

規模事業者の「事業引継ぎ」を支援する国の事業を実施する機関です。具体的には、登録

機関（センターに登録された仲介者等）と連携してＭ＆Ａの支援を行っています。

2017.4.27NO.408

平成29年度税制改正のポイント本号では平成29年度税制改正の概要を、中小企業経営に関連する項目を中心にご紹介します。
主 な 改 正 項 目１．中小・小規模事業者の「攻めの投資」を支援する税制措置

（１）【拡充】中小企業の生産性向上のための固定資産税の特例

（２）【改組・新設】中小企業経営強化税制
（３）【延長】中小企業投資促進税制２．【拡充】所得拡大促進税制の見直し３．【延長・拡充】研究開発税制４．【拡充】事業承継税制の見直し５．【延長】中小企業者等の法人税率の特例

１．中小・小規模事業者の「攻めの投資」を支援する税制措置
　中小・小規模事業者の「攻めの投資」を後押しするため、中小企業投資促進税制の上乗せ措置（即

時償却等）を改組し、中小企業経営強化税制（即時償却または税額控除）が創設されました。中

小企業等経営強化法に基づき、中小企業者等は、「経営力向上計画」を作成し、主務大臣の認定

を受けることで、固定資産税の軽減措置に加えて、中小企業経営強化税制の適用を受けることが

できます。

2017.5.25

NO.409

（資料）中小企業庁「平成29年度税制改正の概要について（中小企業・小規模事業者関係）」

経営革新等

2017.6.27

NO.410

2017年版中小企業
白書のポイント

　2016年度の我
が国経済は緩やか

な改善傾向が続き
、中小企業・小規模

事業者を取り巻く
状況も改善傾

向にありますが、
改善の度合いは企

業の規模、業種、
地域等によってば

らつきがあります
。加えて、大

企業と比べて設備
の老朽化や海外展

開が進んでいない
といった課題も存

在しています。中
小企業・小規

模事業者が発展を
目指すためには、

これらの課題に向
き合い、設備の老

朽化を解消するた
めの設備投資、

売上高の伸び悩み
を解決するための

海外も含めた新規
需要の開拓への取

組みが必要である
と言えます。

　今回の中小企業
白書の第1部では、

最近の中小企業の
動向についての分

析に加え、中小企
業のライフ

サイクルと生産性
及び中小企業の雇

用環境と人手不足
の現状について分

析を行っています
。第2部では、

第1部の分析結果
を踏まえたうえで

、中小企業のライ
フサイクルとそれ

を支える人材に着
目し、起業・

創業、事業の承継
、新事業展開によ

る成長及び人材確
保の取組みについ

て分析しています
。

　今回は、その中
から、中小企業の

動向、事業の承継
、新事業展開の促

進、人材不足の克
服に焦点を当

てて、ご紹介しま
す。

中小企業の動向

　中小企業の業況
判断DIは、2016年

4月の熊本地震の
影響等で2016年の

第1四半期から第
2四半期

にかけて2期連続の
低下となったもの

の、以降は上昇し
ており、直近の20

17年第1四半期でも
上昇

しているなど、足
下では持ち直し基

調にある。

〈企業規模別業況
判断DIの推移〉

資料：日本銀行「
全国企業短期経済

観測調査」、中小企
業庁・（独）中小企

業基盤整備機構「
中小企業景況調査

」

（注）�1．日銀短観
の業況判断DIは、最

近の業況について
、「良い」と答えた

企業の割合（％）か
ら、「悪い」と答え

た企業の割合を引
いたもの。

� 2．景況調査の業況
判断DIは、前期に比

べて、業況が「好転
」と答えた企業の割

合（％）から、「悪化
」と答えた企業の割

合（％）を引いたも
の。

� 3．日銀短観では、
大企業とは資本金

10億円以上の企業
、中小企業とは資

本金2千万円以上1
億円未満の企業を

いう。

  

 

     

     

   

   

   

   

   

   

 

  

  

  

                                         

    
  

  
  

  
  

  
  

  
    

         
          

          
           

       

    

資料：
中小企

業庁「
中小企

業の事
業承継

に関す
る集中

実施期
間につ

いて（
事業承

継５ヶ
年計画

）」よ
り

（注）
法人（

資産１
億円以

上）の
経営者

に対し
て行っ

たアン
ケート
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円滑な事
業承継に

向けて~
早期取組

み着手の
重要性~

事業承
継を取

り巻く
状況

　中小
企業に

おいて
は、6

5歳以
上の経

営者が
全体の

約４割
を占め

ており
、今後

数年で
多くの

中小企
業

が事業
承継の

タイミ
ングを

迎える
と見ら

れてい
ます。

中小企
業が自

社のノ
ウハウ

や取引
先との

つなが
り、

従業員
の雇用

などを
維持し

ながら
、将来

にわた
って事

業を継
続して

いくた
めには

、円滑
な事業

承継が
不

可欠で
すが、

多くの
企業で

その準
備が進

んでい
ません

。

　こう
した状

況にお
いて、

中小企
業庁は

平成2
8年1

2月に
中小企

業・小
規模事

業者の
円滑な

事業承
継を

実現す
るため

の指針
である

「事業
承継ガ

イドラ
イン」

を10
年ぶり

に改訂
すると

ともに
、平成

29年
７月

には「
事業承

継５ヶ
年計画

」を策
定しま

した。

　本号
では、

「事業
承継ガ

イドラ
イン」

と「事
業承継

５ヶ年
計画」

の概要
を踏ま

え、円
滑な事

業承継
に向

けた早
期取組

み着手
の重要

性と、
事業承

継を支
援する

ための
施策を

ご紹介
します

。

　平成
７年に

47歳で
あった

中小企
業経営

者のボ
リュー

ムゾー
ンは、

平成2
7年に

は66歳
となり

、高

齢化が
進行し

ていま
す。そ

のため
、今後

数年の
間に経

営者の
大量引

退が予
想され

ますが
、下図

の

とおり
、過半

の企業
におい

て事業
承継の

準備は
進んで

いませ
ん。

　事業
承継は

、後継
者の育

成期間
も含め

れば、
準備開

始から
承継完

了まで
５〜 1

0年程
度を要

す

ること
から、

経営者
の平均

引退年
齢が7

0歳前
後であ

ること
を踏ま

えると
、60歳

頃には
事業承

継に

向けた
準備に

着手す
る必要

がある
と言え

ます。

平成
30年

度中
小企
業関
係補
助金
のポ
イン
ト

（平
成2
9年
度補
正予
算関
連を
含む
）

　平成30年度における経済産業省関係予算案のポイントは、①Connected Industrie
sによる社会課

題の解決・競争力強化、②中小企業等における「生産性革命」の実現、③資源・エネルギー政策の着実

な実施、④福島をはじめとする被災地の復興加速等となっています。

　本号では、これらの中から中小企業関係補助金の一部をご紹介しますが、各地自治体においても地域

の事情に応じて様々な支援メニューが用意されています。詳しくは、国・都道府県・市町村の施策が簡

単に検索・比較検討できる、インターネットサービス「ミラサポ」でご確認ください。

中小
企業
等に
おけ
る「
生産
性革
命」
の実
現

2018.3.29

NO.4
12

（注
）本
号に
掲載
され
てい
る補
助金
情報
は、
発行
時点
のも
ので
す。
最新
の情
報は
中小
企業

庁の
ホー
ムペ
ージ
また
は「
ミラ
サポ
」等
でご
確認
くだ
さい
。

もの
づく
り・
商業
・サ
ービ
ス経
営力
向上
支援
事業

●　革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うための設備投資等を支

援します。

１．企業間データ活用型

　複数の中小企業・小規模事業者が、事業者間でデータ・情報を共有し、連携体全体と

して新たな付加価値の創造や生産性の向上を図るプロジェクトを支援します。

２．一般型

　中小企業・小規模事業者が行う革新的なサービス開発・試作品開発・生産プロセスの

改善に必要な設備投資等を支援します。

３．小規模型

　小規模な額で中小企業・小規模事業者が行う革新的なサービス開発・試作品開発・生

産プロセスの改善を支援します。（
設備投資を伴わない試作開発等も支援します）

補助上限額　1,00
0万

円　　補助率　1/2
※

※ 生産性向上特別措置法（案）（
平成30年

通常国会提出）に基づく先端設備等導入計画

の認定または経営革新計画の承認を取得して一定の要件を満たす者は、補助率2/3

１〜３ 共
通

　生産性向上に資する専門家を活用する場合は、補助上限額30万
円アップ補助上限額　1,00

0万
円/者

※ 　　補助率　2/3

※連携体は10者
まで。さらに200

万円×連携体参加数を上限額に連携体内で配分可能

補助上限額　500
万円　　補助率　小規模事業者2/3

、その他1/2

平成30年3月

Global
Challenge

事業資金相談ダイヤル

0120-154-505
（行こうよ！ 公 庫）

https: / /www. jfc.go. jp/

本店：〒100-0004
東京都千代田区大手町1-9-4

お問い合わせ窓口

詳しくは日本公庫 中小企業事業の窓口または事業資金相談ダイヤルにお問い合わせください。

外貨貸付を活用して為替リスクを低減
スタンドバイ・クレジット（SBLC）制度

メイン銀行と連携したスタンドバイ・クレジット制度を活用して為替リスクを回避

海外展開・事業再編資金

海外展開・事業再編資金（外貨貸付）

海外展開・事業再編資金を活用して輸出を強化
1
2
3

成長する海外市場、日本公庫とともに挑戦する中小企業

新
た
な
ビ
ジ
ネ
ス
展
望
。

活
躍
の
場
を
海
外
へ
。

Global
Challenge

海外展開支援事例

中
小
企
業
が
挑
む
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン

T
A

K
E

 A
C

T
IO

N

中小企
業の新

事業事
例集

未来を

仕事
つくる
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　中小企業事業では、面談を通じて把握したお客さまの販路開拓ニーズや仕入・外注先開拓ニーズ等に対し、独自のマッチン
グ専用システムも活用して、業種・地域・製商品等を絞り込み、約4.4万先のお取引先の中からニーズに適合しそうなマッチン
グ候補先を選定することで、お客さま同士の引き合せをサポートしています。
　また、全国ビジネス商談会の開催等により、お客さまにマッチングの場を提供しています。

マッチングサービス

全国ビジネス商談会

マッチング事例

　中小企業事業では、平成30年2月26日、パシフィコ横浜にて
「第10回全国ビジネス商談会」を開催しました。
　本商談会には、中小企業事業のお取引先だけではなく、国
民生活事業や農林水産事業、さらに協賛機関である東京中小
企業投資育成株式会社等のお取引先も加わり、全国の多様な
業種の企業882社（過去最高）、約2,000名が参加しました。
　また、大手企業へ販路を拡大したいという参加企業のニー
ズに応え、大手企業39社を招聘しました。
　さらには、中小企業基盤整備機構、東京中小企業投資育成
株式会社及び日本貿易振興機構（JETRO）の相談ブースを設け、
各種経営に関する相談に対応しました。
　参加者からは、「毎年商談の成果があり、売上に結びついて
いる。来年も参加したい。」（参加企業）、「面談した参加企業とは、
今後も商談を継続することになった。感謝している。」（大手企
業）といった声が聞かれました。

【外注候補先選定をサポートしたケース】

・Ａ支店の担当者は、自動車部品メーカーのＢ社から、15～200トンクラスの樹脂成形用金型製造が可能な企業を探してほしいと
の相談を受け、マッチング専用システムを活用し、隣県のＣ支店が担当するＤ社を候補先として選定して、担当者に連絡しました。

・Ｃ支店担当者が、Ｄ社に対し面談希望の有無等を打診したところ、「是非一度話をしたい」との反応があったため、引き合せに向
けた橋渡しを実施しました。

マッチングスキーム

公庫職員
（Ａ支店）

公庫職員
（C支店）

両社の引き合せを実現

B
社

D
社

連携
面談希望確認

面談希望伝達

相談

条件確認（ニーズ深掘り）
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